
これまでに行われた規制改革の事例�

　2000年の都市計画法・建築基準法の改正により、土地の高度利用を図るべき区域におい

て、他の敷地で未利用となっている容積の活用を可能にする「特例容積率適用区域制度」

を創設しました。�

　一例として、2002年6月、東京・大手町、丸の内、有楽町地区について、特例容積率適

用区域が決定されています。これによって、東京駅の赤レンガ駅舎などの歴史的建造物の

保存や文化的環境の維持向上が図られることとなり、さらに区域全体の土地の高度利用を促

進することで、商業と文化の質の高い融合が可能となりました。�

土地の高度利用を図るべき区域を�
都市計画として決定�

都市計画に定められた容積率の範囲内で�
複数敷地間で特例的な容積率制限を適用�

・大都市の都心部等の商業地域�
・道路、鉄道、下水道等の基盤施設が十分に
整備された区域で、かつ、共通の基盤施設に
支えられている地区

・土地所有者等の申請に基づき、特定行政庁が敷地
ごとの容積率を指定�
（申請に係る容積率の限度が都市計画で定められた容積
率を超える場合には、交通上等の支障がないこと）�
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　「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の改正により、

1998年４月からいわゆる「セルフ方式のガソリンスタンド（有人セルフＳＳ）」の設置が可能

となりました。�

　解禁以降、全国で設置された「セルフ方式のガソリンスタンド」の数は順調に増加してお

り、設置解禁から4年半が経過した2002年9月末現在、約2000店弱にまで達しています（図）。�

セルフＳＳの推移（月末時点、累計）�

出典：「セルフＳＳ出店状況」について／財団法人日本エネルギー経済研究所　石油情報センター�

【調査対象】 ・ユーザー自ら給油作業を行う方式のＳＳ。�
 ・スタッフ給油、セルフ給油の両方のレーンを持つ、�
   いわゆるスプリット型はセルフＳＳに含む。�
 ・対象油種はガソリンとし、灯油のみセルフ給油の�
   ＳＳは含まない。�


